
奨学金募集概要/Scholarship Application Outline

*English follows Japanese.

番号 項目 内容

1 奨学金No. 60

2 奨学金名称 味の素奨学会在日留学生向け奨学金

3 応募方法 学内選考なし

4 支給額 月額15万円

5 支給期間 2024年4月から最大２年間

6 応募資格・条件

(1) アジア、アフリカ、南米地域を中心とした国の国籍を有し、「食・栄養・保健」分野の学業並びに研究のために来日している留学
生。
(2) 日本の大学院の修士・博士課程に在籍している者。
(3) 学業人物ともに優秀で、旺盛な勉学意欲を有し、かつ経済的援助を必要とする者。
(4) 2024年4月1日現在で、年齢が30歳未満の者。
(5) 研究科の長または指導教官（教授または准教授）の推薦を受けられる者。
(6)国立大学授業料相当額の他の奨学金との併給を認める。

7 奨学生の義務
・採用決定後、所定様式の「誓約書」を理事長宛に提出しなければならない。
・受給者は、受給期間中の学習研究状況を、毎年、在籍大学を通じて、報告しなければならない。

8 日本語能力 財団への申請書類は日本語または英語で記入すること。ただし、英語で記入した場合は日本語訳を添付すること。

9 応募期間 2024年4月23日（火）～5月10日（金）17時

10
学内選考
結果発表

なし

11 学内選考で提出する書類 なし

12 財団へ提出する書類

(1)願書（所定の様式：写真貼、A4両面印刷）
　　　日本語または英語・直筆で記入すること。「●留学計画（１）～（３）」を英語で
　　　記入する場合は、日本語訳を添付すること。
(2)「現在までの研究状況および今後の研究計画」（所定の様式：A4片面印刷）
　　　日本語または英語・直筆で記入すること。英語で記入する場合は、日本語訳を添付すること。
(3)指導教員の推薦状（様式自由）
　　　指導教員は教授または准教授であること。（助教や講師は不可）
(4)学業成績証明書
　　　現課程のもの。現課程のものが入手不可能な場合は前課程のもの。
　　　(本学のものであれば原本を提出すること。コピー提出の場合、
　　　財団より採用が決まった際には、原本提出になる。)
(5)在学証明書（原本）
(6)パスポートのコピー（本人の写真・署名欄の入ったもの）

13 備考

・財団の選考時に面接がある。
・同時期に他の奨学金への併願はできない。
・他の奨学金（次世代研究者挑戦的研究プログラムなどの経済的支援も含む）への応募を検討している場合、申請はしないでください。
・奨学生として採用された場合は、期間満了まで辞退はできない。



奨学金募集概要/Scholarship Application Outline

(This document is translated using the AI translator DeepL.)

No. Item Contents

1 Scholarship No. 60

2 Name of Scholarship AJINOMOTO SCHOLARSHIP FOR STUDENTS FROM OVERSEAS

3 Application Process No on-campus selection

4 Stipends \150,000  / month

5 Duration Maximum of 2 years from April 2024.

6
Eligibilities  and Disbursement
Requirements

(1) Applicants must be nationals of countries mainly in Asia, Africa, or South America, and must be international students
coming to Japan for study or research in the field of "Food, Nutrition, and Health".
(2) Applicants must be enrolled in a master's or doctoral course at a graduate school in Japan.
(3) Applicants must be of excellent academic character, have a strong desire to study, and need financial assistance.
(4) Applicants must be under 30 years of age as of April 1, 2024.
(5) Applicants must be recommended by the head of the graduate school or by their academic advisor (professor or
associate professor).
(6) May be awarded in conjunction with another scholarship for an amount equivalent to the National University tuition
fee.

7 Scholar Obligations

・The recipient must submit a "Letter of Commitment" in the prescribed form to the President after the decision to accept
the scholarship.
・Scholars must report annually on the status of their studies and research during the scholarship period through their
home university.

8 Japanese Language Proficiency
Application forms to the Foundation must be completed in either Japanese or English. If the application is submitted in
English, a Japanese translation must be attached.

9 Application Submission Period Tuesday, April 23, 2024 - Friday, May 10, 2024 at 5:00 p.m.

10 On-campus selection results None

11
Required Documents (for on-
Campus Selection)

None

12
Required Documents (for
Foundation)

(1) Application form (prescribed form: photo attached, printed on both sides of A4 paper)
　　　To be filled out in your own handwriting in Japanese or English. If you fill in "Study Abroad Plan (1) to (3)" in
English, please attach a Japanese translation.
(2) "Research Status to Date and Future Research Plans" (prescribed form: A4, printed on one side)
　　　To be filled out in Japanese or English in your own handwriting. If written in English, a Japanese translation should
be attached.
(3) Letter of recommendation from your supervisor (free format)
　　　Your supervisor must be a professor or associate professor . (Assistant professor or lecturer is not acceptable.)
(4) Transcripts (current course of study)
        If the current transcript is not available, then the transcript of the previous course of study.
　　　(If it is from Kyushu University, submit the original. In case of submitting a copy,
　　　If a copy is submitted, the original will be submitted when the scholar is selected by the Foundation).
(5) Certificate of enrollment (original)
(6) Copy of passport (with the applicant's photo and signature)

13 Comment

・There will be an interview during the foundation's selection process.
・It is not possible to apply for other scholarships at the same time.
・If you are considering applying for other scholarships (including financial support such as the Challenging Researchers
for the Next Generation Program), do not apply.
・If you are selected as a scholarship recipient, you may not withdraw until the expiration of your term.



                 

公益財団法人 味の素奨学会 

Ajinomoto Scholarship Foundation 

                 

2024 年度在日留学生向け奨学金（Ajinomoto Scholarship  
for Students from Overseas） 募集要項 

 

１． 目 的 

アジア、アフリカ、南米地域を中心とした国の国籍を有し、「食・栄養・保健」分野の留学生に対し

奨学金を支給し、学業を助け、将来社会に貢献する有為な人材を育成することを目的とする。 

 

２． 応募資格 

下記に該当する者で、所定の様式による願書を、在籍する大学を通じて本奨学会に提出できる者

とする。なお、国立大学授業料相当額の他の奨学金との併給を認める。 

① アジア、アフリカ、南米地域を中心とした国の国籍を有し、「食・栄養・保健」分野の学業 

並びに研究のために来日している留学生。 

② 日本の大学院の修士・博士課程に在籍している者。 

③ 学業人物ともに優秀で、旺盛な勉学意欲を有し、かつ経済的援助を必要とする者。 

④ 2024 年 4 月 1 日現在で、年齢が 30 歳未満の者。 

⑤ 研究科の長または指導教官（教授または准教授）の推薦を受けられる者。 

 

３． 2024 年度新規採用予定人数 

10 名程度 

 

４．奨学金月額および支給期間・方法 

  ①支給額 月額 150，000 円 

  ②支給期間 原則として最大で 2 年間 

  ③支給方法 原則として毎月、本人の銀行口座に振込む。 

ただし、特別の事情があるときは、2 ヶ月以上を合わせて交付することができる。 

 

５．応募の手続き 

奨学金に応募する者（以下「応募者」という。）は、所定の様式による願書を、在籍する大学を通じ

て、本奨学会理事長（以下「理事長」という。）に提出する。 

 

６．応募書類 

1) 在日留学生向け奨学金（Ajinomoto Scholarship for Students from Overseas） 願書 

（所定の用紙による。写真を所定の場所に貼付の事。） 

2) ①「現在までの研究状況および今後の研究計画」（所定の用紙） 

② 在籍する研究科の長、または指導教官（教授または准教授）の推薦状（様式不問） 

3) 直近の学業成績証明書 

 （現課程のものが入手不可能な場合は前課程のもの。新たに入学予定の場合は、合格通知書

または入学許可書で可。） 



4) 在学証明書

5) パスポートのコピー（本人写真欄）

７．締め切り 

2024 年 5 月 20 日(月)必着 

提出書類は一切返却しない。 

８．選考および結果の通知 

弊奨学会の選考委員会による書類審査の一次選考と面接による最終選考を行い、奨学生 

（受給者）を決定し、６月下旬を目途に、大学の長・研究科の長または指導教官（教授または 

准教授）及び本人に通知する。 

尚、採用決定後、所定様式の「誓約書」を理事長宛に提出しなければならない。 

９．注意事項（奨学金の停止、または取り消し） 

１）受給者が次のいずれか一つに該当した場合には、受給決定が取り消される。

① 推薦書類の記載事項に虚偽が発見された場合

② この要項に定める事項に該当しなくなった場合

③ 病気その他の理由により学業または課程を継続する見込みのない場合

２）受給期間中に、在籍大学において懲戒処分を受けたり、学業成績が不良であったり、受給

決定の際に通知する事項を遵守しない場合等は、途中で奨学金の支給を打切ることがある。

ただし、奨学金の給付を休止または停止された者が、その事由が止んで、在籍大学学長

あるいは研究科の長を経て願い出たときは、奨学金の支給を再開することがある。

１０．その他 

受給者は、受給期間中の学習研究状況を、毎年、在籍大学を通じて、報告しなければならない。 

以上 
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